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川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例 

改正概要 

１ 改正の概要 

   地区計画を定める都市計画決定を行った場合に、当該地区計画で定めた内容を建築基準法上

の制限とするために、必要な事項を「川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関

する条例」（以下「地区計画条例」という。）において定めている。 

   当該地区計画の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成する必要がある場

合において、国土交通大臣の承認を得て、建築基準法上の建築物の用途の制限を緩和する規定

を追加すると共に、新たに都市計画決定により定められた地区計画（よみうりランド地区）に

ついて、地区計画条例の適用区域として追加する。 

２ 都市計画の決定に伴うよみうりランド地区の追加 

周辺環境に配慮した広域的なレジャー施設としての機能と、緑豊かな自然環境の維持保全

を図るため、地区計画を定める都市計画の決定を行った。これに伴い、当該区域を新たに地

区計画条例の適用区域として追加するもの。 

Ａ

地

区

の

区

域

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売

場その他これらに類するもの  

(２) カラオケボックスその他これに類するもの  

(３) 自動車教習所  

(４) 工場（自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営むパン

屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。） 

建築物の用途の

制限の緩和 

次に掲げる建築物は、建築することができる。 

(１) 観覧場 

(２) 遊技場（マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するも

の及びカラオケボックスその他これに類するものを除く。） 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を

超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、

この限りでない。 

(１) 地区整備計画が定められた際現に存する建築物であって、その壁面の

位置が計画図に示す壁面の位置の制限に満たない距離にある建築物の部分 

(２) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 



2 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る

制限に関する条例 

○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る

制限に関する条例 

昭和62年12月22日条例第40号 昭和62年12月22日条例第40号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号。以下「法」という。）第68条の２第１項及び第５

項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物

に係る制限に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号。以下「法」という。）第68条の２第１項の規定に

基づき、地区計画の区域内における建築物に係る制限

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（建築物の用途の制限） （建築物の用途の制限） 

第４条 前条に規定する区域（その区域に係る地区整備

計画において、当該区域を２以上の地区に区分してい

るものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の

区域とする。以下「地区整備計画区域」という。）内

における建築物の用途の制限は、地区整備計画区域ご

との別表第２の建築物の用途の制限の項に定めると

おりとする。ただし、市長が土地利用の状況等に照ら

して、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障

がないと認めて許可した場合においては、この限りで

ない。 

第４条 前条に規定する区域（その区域に係る地区整備

計画において、当該区域を２以上の地区に区分してい

るものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の

区域とする。以下「地区整備計画区域」という。）内

における建築物の用途の制限は、地区整備計画区域ご

との別表第２の建築物の用途の制限の項に定めると

おりとする。ただし、市長が土地利用の状況等に照ら

して、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障

がないと認めて許可した場合においては、この限りで

ない。 

２ 略 

３ 略 

４ 地区整備計画区域内における建築物の用途の制限

の緩和は、地区整備計画区域ごとの別表第２の建築物

の用途の制限の緩和の項に定めるとおりとする。 

２ 略 

３ 略 

（新規） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

  名称 区域   名称 区域 

1

～

51

 略 略  1

～

51

 略 略 

52 よみうり

ランド地

区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規定

により告示されたよみうりランド

地区地区計画において地区整備計

画が定められた区域 
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 改正後 改正前 

別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 

１～51 （略） １～51 （略） 

52 よみうりランド地区整備計画区域  （新規） 

 Ａ 地

区 の

区域

建築物

の用途

の制限

次に掲げる建築物は、建築して

はならない。 

(１) マージャン屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投票券発売所、場外

車券売場その他これらに類する

もの  

(２) カラオケボックスその他こ

れに類するもの  

(３) 自動車教習所  

(４) 工場（自家販売のために食品

製造業（食品加工業を含む。）を

営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類するものを

除く。） 

 建築物

の用途

の制限

の緩和

次に掲げる建築物は、建築する

ことができる。 

(１) 観覧場 

(２) 遊技場（マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場その他これらに類

するもの及びカラオケボックス

その他これに類するものを除

く。） 

 壁面の

位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面は、計画図に示す壁面の位置

の制限を超えてはならない。ただ

し、次に掲げる建築物又は建築物の

部分については、この限りでない。

(１) 地区整備計画が定められた

際現に存する建築物であって、そ

の壁面の位置が計画図に示す壁

面の位置の制限に満たない距離

にある建築物の部分 

(２) 巡査派出所、公衆便所その他

これらに類する建築物又は建築

物の部分 
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参考資料



位 置 図 

読売ランド前駅 

N

京王よみうりランド駅 

5 

よみうりランド地区地区計画の区域 
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告示番号・告示日 

１ 都市計画の種類及び名称 

   川崎都市計画地区計画の決定（よみうりランド地区地区計画）

２ 告示番号 

   川崎市告示第４３０号

３ 告示年月日 

平成２９年７月３１日


